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運営指導における
主な指導事項等
短期入所生活介護 編

埼玉県福祉監査課

サービスの提供の記録

サービスを提供した際には、提供日、提供した
具体的なサービスの内容、心身の状況その他必
要な事項を記録してください。
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短期入所生活介護の取扱方針

利用者又は他の利用者の生命・身体を保護するた
め、緊急やむを得ない場合に身体拘束等を行うに
当たっては、必要な手続きを適切に行ってくださ
い。
参考︓身体拘束廃止・防止の手引き（厚労省）
https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001643323.pdf
（38ページに「身体拘束廃止・防止に関する参考情報一覧」が掲載されています）

短期入所生活介護計画の作成

概ね４日以上連続して入所する利用者について
は、短期入所生活介護計画を作成し、必要な介
護及び機能訓練等を行ってください。また、短
期入所生活介護計画について、利用者又はその
家族に説明し、同意を得て、利用者に交付して
ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001643323.pdf
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管理者の責務

管理者の勤務が全て介護職員としての夜勤となっ
ていましたので、適正な勤務体制を確保してくだ
さい。管理者は、事業所の従業者の管理及び利用
申込みに係る調整、業務実施状況の把握その他の
管理を行ってください。

定員の遵守

利用定員を超えている時間帯がありました。災
害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合
を除くほか、利用定員を遵守してください。
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勤務体制の確保等

（ユニット型短期入所生活介護事業所において）
資格を有する常勤のユニットリーダーを配置して
ください。

変更の届出

事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定
める事項に変更があったときは、１０日以内にそ
の旨を県福祉事務所（県高齢者福祉課）に届け出
てください。
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利用者が利用期間中に私物の洗濯を
希望する場合

利用者が利用期間中に私物の洗濯を希望する場合
（個別に外部のクリーニング店に取り次ぐ場合を
除く。）は、基本的に事業所サービスとして行わ
れるべきものであり、費用の徴収はできませんの
で見直してください。

個別機能訓練加算（１）

以下の点を改善等してください。
1. 機能訓練指導員は兼務ではなく、専従の理学療法士等を
配置すること。

2. ３か月に１回以上、利用者の居宅を訪問し、居宅での生
活状況を確認した上で、利用者又はその家族に個別機能
訓練計画の内容（評価を含む）や進捗状況等を説明し記
録すること。
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個別機能訓練加算（２）

以下の点を改善等してください。
3. 個別機能訓練計画は、機能訓練指導員、看護職員、介護
職員、生活相談員その他の職種の者が共同して作成する
こと。

4. 個別機能訓練に関する記録には、実施時間、訓練内容、
担当者名を記載すること。

緊急短期入所受入加算

緊急利用者に係る変更前後の居宅サービス計画
を保存するなど、適正な緊急利用に努めてくだ
さい。
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送迎加算

送迎加算を算定する利用者については、利用者
の心身の状態や家族等の事情など、送迎が必要
な理由を短期入所生活介護計画等に記載してく
ださい。

サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算の算定に当たっては、
介護職員のうちの介護福祉士の占める割合が基
準を満たしていることを確認してください。
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病院への送迎などを保険外サービスと
して有償で行う場合

病院への送迎など、事業所の保有する車両を利用し
て行う送迎について、保険外サービスとして利用者
の希望により有償で行う場合は、道路運送法の許
可・登録が必要とされているので、所定の手続きを
行ってください。

平成30年9月28日付け厚生労働省通知「介護保険サービスと保険外サービスを
組み合わせて提供する場合の取扱いについて」

身体拘束廃止未実施減算について
（R7.4.1〜）

身体拘束等の実施の有無ではなく、事業所としての
「身体的拘束廃止への取組」体制が不十分な場合に
減算となるものです。

身体拘束等の記録を行っていない／身体的拘束等の
適正化のための指針を整備していない／身体的拘束
等の適正化のための研修会を定期的に実施していな
い等の「いずれか」の要件を満たさない場合に、減
算の対象となります。


